
千葉県では森林整備を効率的に行うため、市町村間の連携体制の構築を推進しており、千葉市、佐倉市、四街道市の３市が森林整備
流域連携協定を締結しました。
鹿島川の流域において隣接する市が森林環境譲与税を活用して、協働で森林整備を進めます。

□ 事業内容
複数市にまたがる流域単位の森林整備

• 千葉市、佐倉市、四街道市の３市を流れる鹿島川流域において、
水源涵養機能や土砂流出防止機能などの発揮に向けた森林整備を
実施する。

• 協定は、千葉県森林経営管理協議会（会員市町村の支援組織）を
加えた４者で締結し、森林整備に関する業務を協議会が担う。

• 協定締結期間は、令和８年５月１４日から令和１３年３月３１日
とし、約40haの森林整備を実施予定。

千葉市、佐倉市、四街道市（森林環境譲与税を活用した流域連携森林整備）森林整備

◇ 基礎データ

※１：「2025農林業センサス」より、※２：「R2国勢調査」より

四街道市佐倉市千葉市

12,126千円23,632千円135,426千円①令和７年度
譲与額

145ha623ha1,854ha②私有林人工林
面積（※１）

18.7%18.1%20.7%③林野率
（※１）

93,576人168,743人974,951人④人口（※２）

2人4人59人⑤林業就業者数
（※２）

森林整備流域連携協定に係る河川
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森林整備イメージ
間伐（林内密度の調整）

林縁整備

流域連携協定(森林環境譲与税を活用した森林整備に関する協定)

千葉市・佐倉市・四街道市

森林整備流域連携事業
設計・発注・監督業務・連絡調整 等

千葉県森林経営管理協議会

負担金（森林環境譲与税等）

集約化業務
（同意取得等）

森林施業
（間伐・林縁整備等）

協定 連携事項：対象地選定・実施時期・整備手法・情報交換等
内容 事業の実施方法、経費の負担・支払い、情報の提供・取扱い 等


